
飼い猫・飼い主のいない猫への

不妊去勢手術費用の一部助成を始めました

R5.11月作成

島根県では、飼い主のいない猫による地域の生活環境侵害を防止すること、飼い猫の適
正飼育を促進することにより、処分される猫を減らす取り組みとして、不妊去勢手術費
用の一部助成を始めました。

助成金額
オス 5,000円
メス 10,000円
※手術費用が助成金額に満たない場合は、手術
費用の額が上限

※不妊去勢手術費用のみ対象

申込対象者
島根県内に居住す
る個人
※第一種動物取扱業者を除く
※申込は１名につき1匹まで
※申込者多数の場合は抽選とし、当選者にのみ
助成決定の連絡をします

助成対象の猫
飼い猫

※手術期間中に概ね生後６か月以上の年齢であ
ること

※島根県及び松江市が実施する保健所から譲
渡する猫の不妊去勢手術費用助成制度
（クーポン事業）との併用は不可

飼い主のいない猫
※県内に生息する飼い主のいない猫であること
※手術期間中に概ね生後６か月以上の年齢であ
ること
※他人の飼い猫を勝手に捕獲しないように
十分確認すること

※耳のV字カットを施術します

申込期間 令和５年１１月１日～３０日

手術期間 令和６年１月４日～２月２９日

※申込は11月30日（木）必着
※申込内容に不備がある場合は申込の受付ができません。重複申込もできません。
※手術期間中に手術できなかった場合は、助成対象外となります。来年度改めて申込をしてください。

※本事業は公益社団法人島根県獣医師会に委託し、助成対象者への助成通知は島根県獣医師会から郵送します。
助成対象者の申込内容は島根県から島根県獣医師会に提供します。
※飼い主のいない猫の不妊去勢手術を実施した後、飼い猫であることが判明した場合は、島根県、公益社団法人島
根県獣医師会及び手術を実施した動物病院は責任を負いません。
※本事業の不妊去勢手術により猫が負傷・死亡等した場合並びに助成対象者等が負傷等した場合、島根県は責任
を負いません。



あらかじめ「しまね電子申請サービス」又は「郵便はがき」で申込をする。

①事前申し込み（11月30日必着）

申込者多数の場合、抽選により助成対象者を決めます。助成対象者には（公
社）島根県獣医師会から助成通知を郵送します。

②助成決定の通知（12月中旬～下旬）

助成通知に記載された動物病院にあらかじめ受診予約の連絡をする。

③受診予約

とかみ動物病院
安来市黒井田町 0854-23-2505

往診専門犬猫病院
安来市切川町 090-2867-4670

アスリー動物病院
松江市東出雲町 0852-67-1123

たかお動物病院
松江市玉湯町 0852-62-1100

のなか動物病院
松江市浜乃木 0852-28-1122

松江動物病院
松江市西持田町 0852-27-0113

もうり動物病院
松江市西川津町 0852-25-9935

さくら通り動物病院
雲南市三刀屋町 0854-47-7369

いずも神立動物病院
出雲市大津新崎町 0853-24-9501

出雲どうぶつ病院
出雲市大塚町 0853-25-8358

出雲ペットクリニック
出雲市渡橋町 0853-23-2423

えきなん動物病院
出雲市塩冶町 0853-30-0123

りんごの森動物病院
出雲市西平田町 0853-27-9585

富永動物病院
浜田市朝日町 0855-22-6155

松村動物病院
浜田市国分町 0855-28-2345

やました動物病院
浜田市相生町 0855-28-7177

池内動物病院
益田市高津六丁目 0856-23-3630

益田ペットクリニック
益田市乙吉町 0856-22-8911

山根獣医科病院
益田市乙吉町 0856-23-4081

隠岐の島動物病院
隠岐の島町西町 08512-2-1123

受診予約したとおりに不妊去勢手術を実施し、助成金額を除いた額を動物病院に支
払ってください。手術の有無に限らず助成通知を動物病院に渡してください。
※猫の疾病、著しく制御が困難な状態等により獣医師が不妊去勢手術に適さないと判
断した場合、手術できない場合があります。

④不妊去勢手術（令和6年1月～2月）

申し込みの流れ

【お問い合わせ先、郵送先】
〒６９０－８５０１
松江市殿町１番地 島根県健康福祉部薬事衛生課 あて
電話番号：０８５２－２２－６３１３
島根県ホームページ（猫の不妊去勢手術費用の一部助成制度）URL：https://www.pref.shimane.lg.
jp/infra/nature/animal/animal_protection/neko_josei.html

しまね電子申請
サービス申込URL


